
東北６県の県民の皆様には，平素から仙台法務局の事業・施

策につきまして御理解と御支援を賜り，誠にありがとうござい

ます。ここでは，第61回「法の日」週間に寄せて，当局の所掌

事務である人権擁護の活動について，その一端を御紹介させて

いただければと存じます。

いうまでもなく，私たちの社会は，お互いの権利を尊重し

合ってこそ平穏に生活を営むことができます。しかしながら，

物質的な豊かさのみを追い求め，心の豊かさが大切にされない

風潮，あるいは，他人への思いやりの心が希薄で，自己の権利

のみを主張する傾向が見受けられ，このような状況が様々な人

権侵害を発生させる大きな要因の一つになっています。最近で

は，いじめや児童虐待といった子どもの人権問題やインター

ネット上の誹謗中傷といった問題等がクローズアップされてい

るほか，本年に至ってからは，取り分け，新型コロナウイルス

感染症の拡大に伴って，感染者・濃厚接触者，医療従事者その

他対策に携わった方々やその家族に対する嫌がらせ・いじめや

不当な差別，いわば「コロナ差別」と呼ばれる事象が見られ，

社会問題化しています。

未知のウイルスへの恐れから感染者やそれに関わる人を遠ざ

けようということなのでしょうが，このような行為は人権侵害

になりかねないほか，加えて，感染者等への差別が厳しいもの

となれば差別を恐れて検査や受診をためらう人が出かねず，結

果的に感染拡大を招くことにもなります。

法 務 省 ・ 法 務 局 で は ， 法 務 省 ホ ー ム ペ ー ジ

（ http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken02_00022.html）や公

式ＳＮＳを用いて，また，公益財団法人人権教育啓発推進セン

ターによる「ＳＴＯＰ！コロナ差別キャンペーン」に参加する
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などして，繰り返し，新型コロナウイルス感染症に関連した不

当な差別・偏見は許されないものであり，このような行為を行

わないよう呼びかけるとともに，人権相談の窓口の周知を行っ

ています。また，人権相談等を通じて，人権侵害の疑いのある

事案を認知した場合には，人権侵犯事件として調査を行い，事

案に応じた適切な措置を講じています。

私ども仙台法務局（仙台市所在）の下には，宮城県以外の県

庁所在地に５つの地方法務局が，さらに，法務局・地方法務局

の下部機関として各地に支局が配置され，東北地方全体では35

か所の拠点において人権擁護活動を実施しています。

そして，法務局職員と共に活動しているのが，人権擁護委員

です。人権擁護委員は，市町村長の推薦を受けて法務大臣が委

嘱した民間の方々です。この人権擁護委員制度は，様々な分野

の人たちが，地域の中で人権尊重思想を広め，住民の人権が侵

害されないように配慮し，人権を擁護していくことが望ましい

という考えから創設されたものであり，諸外国にも例を見ない

ものです。現在，東北地方には約1,670人の人権擁護委員がお

ります。委員は，地域の皆さんに人権について関心をもってい

ただくよう啓発活動を行ったり，法務局や特設の相談所などで

住民の皆さんからの人権相談を受けたりしています。身近な相

談パートナーとして，困ったことがあったらお気軽に相談して

ください。もちろん相談は無料ですし，秘密は守ります。

ところで，なぜ人権侵害が起こるのでしょうか。どうすれば

人権侵害がなくなるのでしょうか。それは，一人一人がお互い

の人権を尊重すること，相手を思いやること，すなわち，私た

ち一人一人が人権意識をいかに向上させていくことができるか

に懸かっているといえます。

この「法の日」週間をきっかけに，皆様にも改めて人権につ

いて考えていただければ幸いです。そして，新型コロナウイル

ス感染症の広がりが一日も早く終息し，あわせて，この「コロ

ナ差別」ともいうべき事象が無くなること，ひいては一人一人

皆の人権が尊重される社会が実現されますことを願ってやみま

せん。




